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提 案 条 例 説 明 資 料 

 

担当部名称 総務部 

1 議 案 番 号 議案第 58 号 

2 題   名 
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例 

3 目的・理由 

刑法等の一部を改正する法律（令和 4 年法律第 67 号。以

下「刑法等一部改正法」という。）の施行により、自由刑の

うち懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑に一本化されること

に伴い、関係条例を整理するものです。 

4 概 要 

1  改正内容 

「懲役」・「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

2  改正する条例 

⑴ 浜田市議会個人情報の保護に関する条例 

⑵ 浜田市行政不服審査会条例 

⑶ 浜田市情報公開・個人情報保護審査会条例 

⑷ 浜田市職員の給与の支給に関する条例 

⑸ 浜田市職員の退隠料、退職給与金、扶助料及び死亡

給与金に関する条例 

⑹ 浜田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す

る条例 

⑺ 浜田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に

関する条例 

5 施行期日等 

1  施行期日 令和 7 年 6 月 1 日（刑法等一部改正法の施

行日と同日） 

2  経過措置 

⑴ 罰則の適用等に関する経過措置 

ア 施行日前にした行為の処罰については、なお従前

の例による。 

イ 施行日以後にした行為に対して、他の条例の規定

によりなお従前の例によること等とされる罰則を

適用する場合において、当該罰則に定める刑に改正
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前の刑法（明治 40 年法律第 45 号）に規定する懲役

（有期のものに限る。以下同じ。）、禁錮（有期のも

のに限る。以下同じ。）又は拘留（以下「旧拘留」と

いう。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁

錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする

有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする

拘留とする。 

⑵ 人の資格に関する経過措置 

ア 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例

等によりなお従前の例によること等とされる人の

資格に関する法令の規定の適用については、無期拘

禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、

有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有

期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑

期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

イ 施行日前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が

定められている罪につき起訴等をされた者は、拘禁

刑が定められている罪につき起訴等をされた者と

みなす。 
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提 案 条 例 説 明 資 料 

 

担当部名称 総務部 

1 議 案 番 号 議案第 59 号 

2 題 名 浜田市防災行政無線施設条例の一部を改正する条例 

3 目的・理由 
浜田市防災行政無線受信設備（子局）の設置場所及び位置

の変更に伴い、所要の改正を行うものです。 

4 概 要 

浜田市防災行政無線受信設備（子局）の設置場所及び位置

の改正（別表関係） 

（改正前） 

設置場所 旧ＪＡ下府支所敷地 

位置   浜田市下府町 880 番地 1 

（改正後） 

設置場所 下府市営住宅北側市道 

位置   浜田市下府町 958 番地 2 

5 施行期日等 公布の日 

6 備 考 
旧設備にあっては令和 6 年 10 月 10 日付けで撤去完了し、

新設備にあっては同月 29 日付けで設置完了済みです。 
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提 案 条 例 説 明 資 料 

 

担当部名称 健康福祉部 

1 議 案 番 号 議案第 60 号 

2 題 名 浜田市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

3 目的・理由 

健康保険証が廃止されることに伴い、医療機関等における

被保険者資格の確認方法を変更するため、所要の改正を行

うものです。 

4 概 要 

被保険者等の被保険者資格の確認方法の改正（第 7 条関係） 

（改正前）医療保険証等の提示 

（改正後）社会保険各法の規定による電子資格確認、資格

確認書の提示その他の方法 

5 施行期日等 公布の日 
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提 案 条 例 説 明 資 料 

 

担当部名称 健康福祉部 

1 議 案 番 号 議案第 61 号 

2 題 名 浜田市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例 

3 目的・理由 

1  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和

6 年法律第 47 号）の施行による児童手当法（昭和 46 年

法律第 73 号）の一部改正に伴い、県の乳幼児等医療費助

成事業補助金交付要綱において慢性呼吸器疾患等 16 疾

患群に係る入院に対する医療費助成（以下「入院助成」

という。）の所得制限が撤廃され、及び健康保険証が廃止

されるため、所要の改正を行うものです。 

2  令和 7 年度から、県が子ども医療費に関する補助金を

創設することに伴い、小学生及び中学生の医療費助成並

びに高校生年齢の者（以下「高校生」という。）の入院に

係る医療費助成を拡充するため、所要の改正を行うもの

です。 

4 概 要 

1  所得制限の撤廃に伴う改正（第 2 条関係） 

（改正前）満 18 歳（高校生を除く。）から満 20 歳まで

の者の入院助成に係る所得制限を児童手当法

施行令に準ずる。 

（改正後）所得制限を撤廃 

2  被保険者等の被保険者資格の確認方法の改正（第 5 条

関係） 

（改正前）保険証等の提示 

（改正後）社会保険各法の規定による電子資格確認、

資格確認書の提示その他の方法 

3  子ども医療費助成拡充に伴う改正（第 2 条及び第 3 条

関係） 

（改正前）          （改正後） 

対

象

者 

医療 

区分 

自己負担 

限度額 

（負担割合） 

 

対

象

者 

医療 

区分 

自己負担 

限度額 

（負担割合） 
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未

就

学

児  

入院 なし  

 

未

就

学

児

・

小

学

生

・

中

学

生  

入院  なし  通院 なし  

薬局等 なし  

小

学

生 

入院 
2,000 円 

（1 割） 

 

通院 なし 
通院 

1,000 円 

（1 割） 

薬局等 なし 

薬局等 なし 

中

学

生

・ 

高

校

生 

入院 
2,000 円 

（3 割）  

通院 
1,000 円 

（3 割） 

 

高

校

生 

入院 なし 

通院  
1,000 円 

（3 割） 
薬局等 なし 

薬局等  なし  

4  その他規定の整理 

5 施行期日等 

1  施行期日 

⑴ 所得制限の撤廃に伴う改正及び被保険者等の被保険

者資格の確認方法の改正 公布の日 

⑵ 子ども医療費助成拡充に伴う改正 令和 7 年 4 月 1

日 

2  経過措置 

⑴ 所得制限の撤廃に伴う改正関係 改正後の規定は、

令和 6 年 10 月 1 日以後に受けた療養又は医療に係る

助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に

係る助成については、なお従前の例による。 

⑵ 子ども医療費助成拡充に伴う改正関係 改正後の規

定は、令和 7 年 4 月 1 日以後に受けた療養又は医療に

係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医

療に係る助成については、なお従前の例による。 
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提 案 条 例 説 明 資 料 

 

担当部名称 健康福祉部 

1 議 案 番 号 議案第 62 号 

2 題 名 浜田市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例 

3 目的・理由 

医師の働き方を見直すことで持続可能な医療提供体制を維

持していくため、市内の国民健康保険診療所において診療

日及び診療時間を変更すること並びに令和 4 年 4 月から休

診していた波佐診療所小国出張所を閉所することに伴い、

所要の改正を行うものです。 

4 概 要 

1  波佐診療所小国出張所に係る規定を削除（第 2 条及び

第 5 条関係） 

2  診療日の変更（第 5 条関係） 

⑴ 大麻診療所 

（改正前） 火曜日、水曜日及び金曜日 

（改正後） 第 1 金曜日及び第 3 金曜日 

⑵ 波佐診療所、あさひ診療所及び弥栄診療所 土曜日

を休診日とする。 

3  診療時間の変更（第 5 条関係） 

あさひ診療所及び弥栄診療所の金曜日の診療時間を変

更する。 

（改正前） 午前 9 時から正午まで 

（改正後） 

⑴ 第 1 金曜日及び第 3 金曜日 午前 9 時から正午ま

で及び午後 2 時から午後 5 時まで 

⑵ 第 2 金曜日、第 4 金曜日及び第 5 金曜日 午前 9

時から正午まで 

4  その他規定の整理 

5 施行期日等 令和 7 年 4 月 1 日 

 


